
【早期発見マニュアル】

　

【事案対処マニュアル】

大内東小学校早期発見・事案対処マニュアル

保護者・地域連携

基本方針の周知
 ・就学時健康診断
 ・保護者会
 ・学校評議員会
 ・ホームページ
 ・学校だより等
情報収集
 ・個人懇談
 ・相談窓口設定
 ・連絡帳の利用
情報の共有・報告

児童指導係
 ・いじめ調査
　記録・共有
　追跡調査
教育相談係
 ・Ｑ－Ｕ調査（年2回）

　結果分析・共有
　個人面談
アンケート調査等
 ・随時情報収集
情報の共有・報告

計画相談
 ・相談週間の設定
　年2回実施
 ・事案即対応
　相談記録共有
　事案内容確認
チャンス相談
 ・学期始・学期末
 ・随時実施
ＳＣ・SSW連携
情報の共有・報告

相談窓口設定
 ・教育相談係
相談箱・カード設置
 ・保健室前・談話
室・資料室前
各担任の情報収集
 ・アンケート・日記
 ・休み時間の共遊
情報の共有・報告
 ・即日対応
 ・早期解決

学級担任等
 ・児童観察
　学習状況
　休み時間状況
　交友関係
　出席状況等
 ・児童の背景理解
　家庭環境
　健康状態
情報の共有・報告

児童の様子 児童の訴え 教育相談 各種調査

校長、 教頭、教務主任、学級担任、児童指導主
任、学習指導主任、養護教諭、道徳教育推進教
師、教育相談担当、特別支援コーディネーター、
人権教育主任、必要に応じて外部専門家（市教
育委員会心理相談員、ＳＣ、SSW）事実確認の方法と対応方針（いつまでに、誰が、何を）の決定

事案内容検討
対応方針決定

いじめ認知時の対応
に係る委員会

・児童からいじめ（疑いを含む）に係る情報の報告・相談があった場合は、他の業務に優先して、かつ、即日、詳細な情報の
収集にあたるとともに、一人で抱え込まず、速やかに学校いじめ対策組織に報告し、組織的な対応につなげる。

　経過記録・経過報告

 家庭訪問（被害児童・保護者）
　・経過報告
　・学級指導の内容説明
　・学校での指導の様子報告

いじめ防止・早期発見
に係る委員会

校長、教頭、教務主任、学級担任、児童
指導主任、学習指導主任、養護教諭

 職員会議（全教職員で情報を共有）
　　・経過報告
　　・今後のいじめ対応についての共通理解

経　過　観　察

 職員会議（全教職員で情報を共有）
　　・経過報告
　　・対応策についての共通理解

 家庭訪問（被害児童・保護者）
　・経過報告
　・加害児童への指導内容説明

各学級での指導

 家庭訪問（加害児童・保護者）
　・事実の報告
　・指導内容の説明
　・学校と連携しての支援要請

 家庭訪問（被害児童・保護者）
　・把握した事実の報告
　・対応方針の説明

 児童指導委員会（全教職員で情報共有）
 　・事実の報告
 　・対応方針の共有

 当該児童への事実確認（担任による面談）
　 ・被害児童への面談（守り抜く意思表示）
　 ・加害児童への面談（1人ずつ複数体制で）

　【関係諸機関との連携】
○真岡市教育委員会
　　８３－８１８１（指導係）
○真岡警察署生活安全課
　　８４－０１１０
○飯貝駐在所
　　８２－５２８３
○中央児童相談所
　　０２８－６６５－７８３０
○県東健康福祉センター
　　８２－３３２１
○芳賀教育事務所
　　８２－３３２４
○各地区民生委員

緊急対策部会での協議

　・事実確認した内容を報告し、全体像を把握
　・被害児童及び加害児童への対応協議
　・学級指導の内容協議


